
平成２９年度 第２回 島根県道路メンテナンス会議

○日 時：平成２９年１２月２５日（月）

１３：３０～１５：３０

○場 所：松江国道事務所 ３階大会議室

（松江市西津田２丁目６番２８号）

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

（ １ ）全体

● 道路の老朽化対策の状況について 資料－①

（ ２ ）点検及び修繕の実施状況等について

● 道路メンテナンス年報の公表 資料－②

（ ３ ）メンテナンス関係費用について

● 修繕費用の将来推計 資料－③

（ ４ ）市町村支援について

● 自治体職員を対象とした研修や講習会の実施状況 資料－④

● 自治体技術支援 資料－⑤

● 直轄診断の実施状況 資料－⑥

● 大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用） 資料－⑦

● 公共施設等適正管理推進事業債の活用 資料－⑧

● 交付金事業等における架替要件の厳格化等 資料－⑨

（ ５ ）その他

● 橋梁の耐震補強の推進について 資料－⑩

（ ６ ）情報提供（点検要領・技術基準）

● 道路土工構造物点検要領について 資料ー⑪

● 橋、高架の道路等の技術基準の改定について 資料－⑫

● インフラメンテナンス国民会議 資料－⑬

● 平成30年度 高速道路区域内における

自治体管理の構造物補修に対する助成 資料－⑭

●インフラ維持管理・更新・マネジメント技術に関する講演会 資料－⑮

４．連絡調整

５．閉 会



所　属 役　職 氏　名

役　職 氏　名

会長 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所長 鈴木　祥弘

副会長 国土交通省中国地方整備局 浜田河川国道事務所長 浜崎　宏幸

国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長 － 副所長 鎌田　裕介

副会長 島根県土木部道路維持課 道路維持課長 大賀　隆宏

島根県土木部技術管理課 長寿命化推進室長 渡邊　正敏

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 松江高速道路事務所長 坂根　光夫

西日本高速道路株式会社中国支社 千代田高速道路事務所長 欠席

松江市 都市整備部長 － 室長 坂本　達夫

浜田市 都市建設部長 － 課長 三浦　新悟

出雲市 都市建設部長 － 主査 飯塚　英司

益田市 建設部長 尾土井　好美

大田市 建設部長 － 課長 清水　幸男

安来市 建設部長 － 課長 二岡　敦彦

江津市 建設部門参事 宗近　成泰

雲南市 建設部長 － 課長 大阪　博宣

奥出雲町 建設課長 舟木　長

飯南町 建設課長 － 主幹 藤原　将洋

川本町 地域整備課長 － 課長補佐 伊藤　広龍

美郷町 建設課長 － 係長 檜垣　栄作

邑南町 建設課長 － 係長 小笠原　清

津和野町 建設課長 木村　厚雄

吉賀町 建設水道課長 早川　貢一

海士町 環境整備課長 － 主査 宇野　伸二

西ノ島町 環境整備課長 － 係長 草苅　良和

知夫村 産業建設課長 欠席

隠岐の島町 建設課長 － 課長補佐 田中　文男

公益財団法人島根県建設技術センター 理事長 宮川　治

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官 田中　敏彦

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官 高木　繁

国土交通省中国地方整備局　松江国道事務所 溝田　亨

森岡　敏幸

三好　健夫

山本　順也

島根県土木部　道路維持課 渡部　文明

桐原　仁

実原　哲也

渡辺　良信

宅和　泰彦

北山　尚徳

原　朋宏

西日本高速道路株式会社中国支社　松江高速道路事務所  統括課 宮田　健二

西日本高速道路株式会社中国支社　千代田高速道路事務所  統括課 欠席

島根県土木部　技術管理課　長寿命化推進室

オブザーバー

平成２９年度　第２回島根県道路メンテナンス会議　出席者名簿

代理出席者
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国土交通省中国地方整備局
中国技術事務所　副所長

○ ○ 奥出雲町

松江市 ○ ○ 飯南町

浜田市 ○ ○ 川本町

出雲市 ○ ○ 美郷町

益田市 ○ ○ 邑南町

大田市 ○ ○ 津和野町

安来市 ○ ○ 吉賀町

江津市 ○ ○ 海士町

雲南市 ○ ○ 西ノ島町
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島根県道路メンテナンス会議規約

（名 称）

第１条 本会議は、「島根県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和27年法律第180号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、島根県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（協議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。

二 道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項

（組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、島根県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町村道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長３名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局松

江国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所長、島根県土

木部道路維持課長及び西日本高速道路株式会社中国支社松江高速道路事務所長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の各道路管理者の代表者か

らなる幹事会を置くものとし、構成は別表２のとおりとする。

６ 会議に、道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等へ

の技術相談の窓口を設置し、国土交通省中国地方整備局松江国道事務所管理第二課に置

く。

（会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

二 会議における協議議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。
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（事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局松江国道事務所管理第二課、島根県

土木部道路維持課、島根県土木部技術管理課長寿命化推進室及び西日本高速道路株式会

社中国支社松江高速道路事務所に置く。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

本規約は、平成２６年５月２７日から施行する。

平成２６年１０月２３日 別表２改正

平成２８年７月 ５日 別表１及び別表２改正

平成２９年８月２５日 別表１及び別表２改正
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別表１

所　属 役　職

会長 国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 浜田河川国道事務所長

国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長

副会長 島根県土木部道路維持課 道路維持課長

島根県土木部技術管理課 長寿命化推進室長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 松江高速道路事務所長

西日本高速道路株式会社中国支社 千代田高速道路事務所長

松江市 都市整備部長

浜田市 都市建設部長

出雲市 都市建設部長

益田市 建設部長

大田市 建設部長

安来市 建設部長

江津市 建設部門参事

雲南市 建設部長

奥出雲町 建設課長

飯南町 建設課長

川本町 地域整備課長

美郷町 建設課長

邑南町 建設課長

津和野町 建設課長

吉賀町 建設水道課長

海士町 環境整備課長

西ノ島町 環境整備課長

知夫村 産業建設課長

隠岐の島町 建設課長

公益財団法人島根県建設技術センター 理事長

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官

国土交通省中国地方整備局　松江国道事務所　管理第二課

島根県土木部　道路維持課

西日本高速道路株式会社中国支社　松江高速道路事務所  統括課

島根県道路メンテナンス会議　名簿

オブザーバー

事務局
島根県土木部　技術管理課　長寿命化推進室
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別表２

所　属 役　職

幹事長 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 総括保全対策官

国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 副所長

副幹事長 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所 副所長

国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 副所長

副幹事長 島根県土木部道路維持課 道路維持グループリーダー

島根県土木部道路維持課 市町村道グループリーダー

副幹事長 西日本高速道路株式会社中国支社松江高速道路事務所 統括課長

西日本高速道路株式会社中国支社千代田高速道路事務所 統括課長

島根県松江県土整備事務所 維持課長

島根県出雲県土整備事務所 維持課長

島根県雲南県土整備事務所 維持課長

島根県県央県土整備事務所 維持課長

島根県浜田県土整備事務所 維持課長

島根県益田県土整備事務所 維持課長

島根県隠岐支庁県土整備局 維持課長

島根県松江県土整備事務所広瀬土木事業所 維持課長

島根県雲南県土整備事務所仁多土木事業所 維持管理課長

島根県県央県土整備事務所大田事業所 維持ダム課長

島根県益田県土整備事務所津和野土木事業所 維持課長

島根県隠岐支庁県土整備局島前事業部 工務第二課長

松江市都市整備部管理課 管理課長

浜田市都市建設部維持管理課 維持管理課長

出雲市建設部道路河川維持課 道路河川維持課長

益田市建設部土木課 土木課長

大田市建設部土木課 土木課長

安来市建設部土木建設課 土木建設課長

江津市建設部土木建設課 土木建設課長

雲南市建設部建設総務課 建設総務課長

奥出雲町建設課 課長補佐

美郷町建設課 課長補佐

隠岐の島町建設課 課長補佐

飯南町建設課 課長補佐

吉賀町水道建設課 課長補佐

津和野町建設課 課長補佐

知夫村産業建設課 係長

海士町環境整備課 主査

西ノ島町環境整備課 主幹

川本町地域整備課 課長補佐

邑南町建設課 課長補佐

公益財団法人島根県建設技術センター 業務部長

オブザーバー国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路構造保全官

島根県道路メンテナンス会議　幹事会名簿

事務局

国土交通省中国地方整備局　松江国道事務所　管理第二課

島根県土木部　道路維持課

西日本高速道路株式会社中国支社　松江高速道路事務所　統括課

島根県土木部　技術管理課　長寿命化推進室
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

道路の老朽化対策の状況について

資料５資料－①

170822 社会資本整備審議会 道路分科会 資料
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道路分科会建議
○ 「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」

＜メンテナンスのファーストステージ＞
○ メンテナンスサイクルの確立

道路の老朽化対策に関する取組みの経緯

１

道路分科会建議 中間とりまとめ

○ 「６．持続可能で的確な維持管理・更新」

道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会
○ 「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」

＜メンテナンスのセカンドステージ＞
○点検データ等を生かした戦略的・効率的な修繕等の推進

笹子トンネル天井板落下事故［H24.12.2］

道路ストックの集中点検実施［H25.2～］

トンネル内の道路附属物等の緊急点検実施［H24.12.7］

道路法の改正

定期点検に関する省令・告示 公布

定期点検要領通知

法令改正等老朽化対策に関する取組み

［H25.6］ ［H25.6］

［H26.4］

［H26.3］

［H26.6］

［H24.6］

定期点検に関する省令・告示 施行 ［H26.7］

［H26.7～］

［H29～］
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○各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施 ○メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

※施設数はH29.3月時点

[予算]  

[技術]

（高速） ○高速道路更新事業の財源確保 （平成２６年法改正）

（直轄） ○点検、修繕予算は最優先で確保

（地方） ○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対し
て支援する補助制度

[体制]

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構
成される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等
が点検や修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための資
格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

[国民の理
解・協働]

○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推
進

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７３万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な
基準により、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕が
できない場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

『道路インフラ健診』

○過積載等の違反者への取締り・指導の強化[その他]

（ 省令・ 告示： Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、 予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、 又は生じ
る可能性が著しく 高く 、 緊急に措置を講ずべ
き状態

道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（ 平成26年4月14日） の概要

２

Ⅱメンテナンスサイクルを回す仕組みを構築
Ⅰ メンテナンスサイクルを確定

（道路管理者の義務の明確化）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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33%

3%

39%

52%

53%

50%

14%

44%

11%

0.1%

0.5%

0.1%

道路附属物等

トンネル

橋梁

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある

Ⅰ－①点検、Ⅰ－②診断

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

○ H26年7月からの定期点検が本格化し、平成26～28年度の累積点検実施率は、橋梁 約54%、
トンネル約47%、道路附属物等 約57%。

○ 診断した結果、緊急に措置が必要となるⅣ判定は、各施設とも非常に少ない割合。一方、早期に
措置が必要となるⅢ判定は、橋梁 約11%、トンネル 約44%、道路附属物等 約14%。

【出典】道路局調べ（H29.3末時点）

10%

15%

17%

20%

17%

24%

24%

18%

20%

24%

19%

18%

23%

31%

22%

橋梁

ト ンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成29年度 平成30年度

（9%）

（13%）

（16%）

（19%）

（16%）

（21%）

54%

57%

47%
（18%）

（20%）

（26%）

点検実施率

（ ）内は各年度の点検実施率

点検計画

平成26年度 平成27年度 平成28年度

３

Ⅰー①点検（点検計画と点検実施率） Ⅰ－②診断（点検結果（H26～28累計））

（723,495）

（10,878）

（39,875）

（398,243）

（5,227）

（23,781）

※実施率は平成26年度の施設を対象に算出
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Ⅰ－③措置、Ⅰー④記録

４

○措置については、損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う、「事後保全型」から、損傷が軽微な
うちに補修を行う「予防保全型」への転換を図る

○点検・診断結果等について、道路メンテナンス年報等により毎年度公表（平成２７年度～）

Ⅰー③措置 Ⅰ－④記録

■道路メンテナンス年報の公表

１．道路メンテナンス年報について

２．点検結果

（１）全国の橋梁・トンネル・道路附属物等

（２）最優先で点検すべき橋梁

３．点検実施状況

（１）全国の橋梁・トンネル・道路附属物等

（２）都道府県別の点検実施状況

（３）最優先で点検すべき橋梁 等

■ホームページによる公表

https://www.ipf.mlit.go.jp/ipf/

社会資本情報プラットフォーム（試行版）

「国土交通省インフラ長寿命化計
画（行動計画）」に基づき、施設
分野ごとに社会資本の基本情報
及び維持管理に関する情報を集
約し、分野（現在８分野）ごとの
データベースを構築
 「道路メンテナンス年報」の
データを収録

■点検・診断結果を踏まえ、修繕等の措置を実施

0% 10% 20%

H26
点検

H27
点検

判定区分Ⅲの修繕着手状況

10%

17%

0% 10% 20%

判定区分Ⅱの修繕着手状況

1%

3%

平成26・27年度に点検・診断を実施した橋梁の修繕着手率※は、判
定区分Ⅲで約１～２割。判定区分Ⅱはほとんどが未着手の状況。

■予防保全による措置事例（鋼製桁の場合）

桁の塗装劣化やさびの発生 塗装の塗り替え

対策例

H26
点検

H27
点検

※H26・27年度に判定区分Ⅱ・Ⅲと診断された橋梁のうち修繕（設計を含む）に着手した割合（H28.3末時点）

（9,612）

（14,489）

（31,832）

（72,733）
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Ⅰー①点検（参考）：点検要領の策定状況

【国管理】道路点検要領

舗装点検要領〔平成29年3月〕

歩道橋定期点検要領〔平成26年6月〕

道路のり面工・土工構造物の調査要領（案）
〔平成25年2月〕

橋
梁

ト
ン
ネ
ル

舗
装

土
工

附
属
物
等

○ 主要５分野（橋梁、トンネル、舗装、土工、附属物等）の点検要領を策定

橋梁定期点検要領〔平成26年6月〕

道路トンネル定期点検要領〔平成26年6月〕

ｼｪｯﾄﾞ、大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ等定期点検要領〔平成26年6月〕

附属物（標識、照明施設等）点検要領
〔平成26年6月〕

小規模附属物点検要領〔平成29年3月〕（※）

【全道路】定期点検要領（技術的助言）

舗装点検要領〔平成28年10月〕（※）

横断歩道橋定期点検要領〔平成26年6月〕

道路土工構造物点検要領〔平成29年度策定予定〕（※）

道路橋定期点検要領〔平成26年6月〕

道路トンネル定期点検要領〔平成26年6月〕

ｼｪｯﾄﾞ、大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ等定期点検要領〔平成26年6月〕

門型標識等定期点検要領〔平成26年6月〕

※社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会にて調査・検討を実施（H26.12：第1回～H29.6：第8回）
このほか、新設・改築に関する以下の技術基準についても、調査・検討を実施

「道路土工構造物技術基準」、「道路標識設置基準」、「道路緑化技術基準」、「電線等の埋設物に関する設置基準」、
「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」、「橋、高架の道路等の技術基準（道路橋示方書）」 ５
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○各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施 ○メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

※施設数はH29.3月時点

[予算]  

[技術]

（高速） ○高速道路更新事業の財源確保 （平成２６年法改正）

（直轄） ○点検、修繕予算は最優先で確保

（地方） ○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対し
て支援する補助制度

[体制]

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構
成される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等
が点検や修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための資
格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

[国民の理
解・協働]

○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推
進

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７３万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な
基準により、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕が
できない場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

『道路インフラ健診』

○過積載等の違反者への取締り・指導の強化[その他]

（ 省令・ 告示： Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、 予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、 又は生じ
る可能性が著しく 高く 、 緊急に措置を講ずべ
き状態

道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（ 平成26年4月14日） の概要

６

Ⅱメンテナンスサイクルを回す仕組みを構築
Ⅰ メンテナンスサイクルを確定

（道路管理者の義務の明確化）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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○ 道路法等の一部を改正する法律（H26.6）

建設債務の償還

H62

更新費の
償還

H17

料
金
水
準

料金徴収期間H77

①計画的な更新を行う枠組みの構築

・ 高速道路機構・高速道路会社間の協定と、高速道路機構の業務実施計画に、更新事業を明記（国土交
通大臣が業務実施計画を認可）【高速道路機構法】

②更新需要に対応した新たな料金徴収年限の設定（世代間の負担の平準化） 【道路整備特措法】

更新後（イメージ）

・海水面から一定程度離れた高架構造とするため、桟橋全体を架け替え
・工事中の交通への影響軽減のため、迂回路を設置
・平成30年度は、上り線の下部工、上部工を実施予定。

○ 高速道路の更新

コンクリートの剥離、鉄筋腐食が発生

＜更新の事例：首都高速 東品川桟橋・鮫洲埋立部＞

Ⅱー⑤予算（高速）：高速道路における更新計画

７

施工状況（ 平成29年2月）

迂回路上部工

－14－



○大規模修繕・更新に対して複数年にわたり集中的に支援を行うことにより、地方公共団体における

老朽化対策を推進し、地域の道路網の安全性・信頼性を確保

＜事業の要件＞
・都道府県・政令市の管理する道路：全体事業費１００億円以上
・市区町村の管理する道路：全体事業費 ３億円以上
・インフラ長寿命化計画（行動計画）において、引き続き存置が必要とされ

ているものであること
・点検・診断等を実施し、その診断結果が公表されている施設であること
・長寿命化修繕計画（個別施設計画）に位置付けられたものであること

■集約化・撤去の事例

○迂回路の「交差点改良」や「道路拡幅」を実施し、
通行止めとなっている老朽橋を「撤去」

隣接橋に接続する道路の改良

整備前 整備後

左折困難

整備前 整備後

左折可能

「 道路拡幅」

「 撤去」 「 交差点改良」
市道○号線

交差点改良の概要

全景

■大規模修繕・更新の事例

道路拡幅の概要

落合橋（岡山県真庭市）

○鋼材の腐食が著しい橋梁を集中的に修繕

鋼材の腐食

下ノ加江橋（高知県土佐清水市）

○主部材の著しい損傷により更新

主桁の剥離、鉄筋露出
８

※平成２９年度には、集約化・撤去を対象として拡充

Ⅱ－⑤予算（地方）：大規模修繕・更新補助制度の導入（平成27年度創設）

おち あい ばし

しも の か え ばし

ま にわ し

と さ し みず し
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直轄診断実施箇所 措置

三島大橋
み しま まち

（福島県三島町）
修繕代行事業

大渡ダム大橋
に よど がわ ちょう

（高知県仁淀川町）
修繕代行事業

大前橋
つま ごい むら

（群馬県嬬恋村）

大規模修繕・更新
補助事業（更新）

沼尾シェッド
しも ごう まち

（福島県下郷町）
修繕代行事業

猿飼橋
と つ かわ むら

（奈良県十津川村）
修繕代行事業

呼子大橋
から つ し

（佐賀県唐津市）
修繕代行事業

万石橋
ゆ ざわ し

（秋田県湯沢市）
修繕代行事業

御鉾橋
かん な まち

（群馬県神流町）
修繕代行事業

Ⅱ－⑥体制：道路メンテナンス技術集団による直轄診断

○地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する可能性が高い施設につ
いて直轄診断を実施（平成26年度～）

■直轄診断実施箇所とその後の対応 ■平成28年度 直轄診断実施箇所 （平成29年度 修繕代行事業箇所）

年
度

H
26

主桁のひびわれ 鉄筋の露出

主桁の変形橋脚の洗掘

洗掘範囲

橋脚基部側面図

単位（mm)

洗掘範囲

９

年
度

H
27

年
度

H
28

万石橋（秋田県湯沢市）

御鉾橋（群馬県神流町）

まん ごく ばし ゆ ざわ し

み ほこ ばし かん な まち

み しま おお はし

おお ど おお はし

おお まえ はし

ぬま お

さる かい ばし

よぶ こ おお はし

まん ごく ばし

み ほこ ばし
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Ⅱ－⑥体制、Ⅱー⑦技術

○地方公共団体等の職員を対象とした技術レベル
に併せた研修を実施。（平成26年度～）

Ⅱ－⑥体制（研修の実施） Ⅱ－⑦技術（点検診断に関する技術者資格）

＜初級研修＞

・法令に基づく定期点検及び補修・補強工法選択の
判断に必要な基礎的知識・技能の取得
※平成26～28年度：約3,400名が受講

（平成26年度から、5年間の目標人数5,000人）

＜中級研修＞

・点検・検査・診断・補修補強の監督に必要な知識・
技術を取得

＜特論研修＞

・三大損傷（疲労・塩害・アルカリ骨材反応）の発生
要因や対策技術などの専門的知識の取得

■登録した施設分野

分野 施設
登録資格数

計 点検 診断

道路

橋梁（ 鋼橋） 42 26 16

橋梁（ ｺﾝｸﾘー ﾄ橋） 42 26 16

ト ンネル 26 16 10

道路計 110 68 42

河川 7

海岸 6

港湾 4

延べ登録資格数 127

H29.4.1 現在

＜省略＞

○点検・診断に必要な知識・技術を明確化し、それ
を満たす民間技術者資格を公募・登録（平成26年
度～）

○平成29年2月までに合計110件の民間資格を登録

１０

■研修体系
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１１

非破壊検査導入前後の検査費用の比較

＜全国の橋梁の平均橋面積（218㎡）あたりの検査費用＞

（千円）

0

20

40

60

80

100

120

打音検査 非破壊検査

約2割
約11万円

約8万円

導入前
（全て打音）

導入後
（非破壊スクリーニング＋打音）

目視及びハンマーによる打音検査

非破壊検査（赤外線調査）によるスクリーニング※

※異常が疑われる箇所に対して打音検査を実施 H29年度より約270橋で
試行予定

※ 土木設計業務等標準積算基準、建設物価（2017.1）、
H29技術者単価、H29労務単価より算出

※非破壊検査によるスクリーニング率を3%と仮定
（H27年度試行結果より）

出典：第61回 道路分科会 基本政策部会資料 平成29年4月

従来の方法

新技術を活用した方法

《橋梁のコンクリートのうき及び剥離》 ■コスト縮減の試算例
（コンクリートのうきを調べる非破壊検査技術）

橋梁点検車による点検

Ⅱ－⑦技術：新技術による効率的・効果的なメンテナンスの実現

○新技術の導入によるメンテナンス費用の縮減に向け、要求性能を満たす民間技術について、現場
導入を積極的に推進
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Ⅱ－⑧国民の理解・協働：国民への周知・理解の醸成

・様々な主体（産学官民）、複数の主体によるメンテナンス活動
を表彰し、公表（インフラメンテナンス国民会議による「インフラ
メンテナンス大賞」との連携）

親子で橋梁点検を体験

萬代橋130周年シンポジウムの開催 千住大橋の長寿を祝う会の開催

小学生の副読本を作成道の駅や公共施設等での
パネル展

１２

○道路構造物の老朽化の現状や、メンテナンスの活動等の「見える化」を充実させ、国民の理解と協
働の取組みを推進

・老朽化の現状、メンテナンスの重要性の訴求

・「大切に長く使う」といった理念の普及

＜萬代橋（新潟県）＞ ＜千住大橋（東京都）＞

第１回インフラメンテナンス大賞（国土交通大臣賞）

案件名：しゅうニャン橋守隊（ＣＡＴＳ－Ｂ）による猫の手メンテナンス活動代表団
体名：しゅうにニャン橋守隊（山口県周南市）

■老朽化パネル展、親子学習会、副読本

■長寿橋梁式典

■メンテナンス活動の表彰

ばんだいばし せんじゅおおはし
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※自動計測装置（全国39箇所）データから試算

１３

○過積載等の違反者に対しては、動的荷重計測装置（Weigh-in-motion)による自動取締りを強化
○取締り時の違反者への荷主情報の聴取等、荷主にも責任とコスト等を適切に分担

悪質な重量制限違反者への即時告発の実施

動的荷重計測装置（WIM）の配備

Ⅱ－⑨その他：過積載撲滅に向けた取組（ＷＩＭの配備・取締の強化）

重量が基準の2倍以上の悪質な

違反者を即時告発する制度を平成

27年2月より導入。高速道路におい

てこれまでに31件を告発（うち、起訴

（略式請求含む）8件）。

WIMによる自動取締りに

ついて、真に実効性を上げ

る取組を強化するため、

WIMの配備を増強。

過積載車両が道路橋に与える影響

特殊車両における過積載の割合

32%

34%

33%
31% 33%

0%

20%

40%

60%

H24 H25 H26 H27 H28

(直轄国道41箇所、高速道路約129箇所(平成29年3月末現在）)

荷主にも責任等を適切に分担

荷主にも過積載の責任を課すた

め、今後、取締り時の荷主情報の

聴取及び荷主への勧告を強化する

とともに、新たに特車許可申請に

荷主情報を記載する方式を導入。

荷主から
強要を受けた

経験あり
15%

荷主から強要を受けた
経験なし・無回答

75%

※自動計測装置（全国39箇所）データ 【全日本トラック協会へのアンケート結果】

過
積
載
の
割
合

特殊車両の約3割が過積載車両

0.3%の過積載車両が道路橋の劣化に与える影響度

は、全交通の約9割を占める。
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メンテナンスのセカンドステージへ

１４

○今後、加速度的に増加する老朽化インフラに対応するにあたり、メンテナンスのセカンドステージと

して、以下の取組を実施

（１）予防保全を前提としたメンテナンスの
計画的な実施

（２）新技術の導入等による長寿命化・コスト縮減

（３）過積載撲滅に向けた取組の強化

（４）集約化・撤去による管理施設数の削減

（５）適正な予算等の確保

（６）地方への国による技術支援の充実

•定期的な点検・診断の結果等のデータ蓄積・共有

•民間技術活用に向けた、評価技術の現場導入、公募テー
マの拡充

•取締り時の違反者への荷主情報の聴取、荷主も関与した特車
許可申請の実施

•OBW（車載型荷重計測システム）の装着を促す仕組みの導入

•ガイドラインや事例集を作成し、道路施設の集約化・撤去
の推進をサポート

•点検結果の蓄積・コスト縮減策を踏まえ将来必要額の検討

•技術者派遣制度の構築・運用
•直轄国道事務所や研究機関による技術的支援体制の構築

※下線：今後実施する取組
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道路メンテナンス年報の公表(H29.8.30公表)
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46 

（６）個別施設計画の策定状況（平成 28 年度末時点）
○ 各道路管理者は、橋梁・ ト ンネル・ 大型の構造物定期的な点検・ 診断の結果に基づき

個別施設計画※を策定（ 地方公共団体は平成32年度までに策定予定）。

○ 平成28 年度末時点の個別施設計画の策定率は、 橋梁で約65%、 管理者別では、 都道

府県・ 政令市等 約75%、 市町村 約64%。

○ その他、 ト ンネル及び大型の構造物の策定率は、 それぞれ約26%、 約31%。

○インフラ長寿命化計画の体系

○個別施設計画の策定状況（平成 28 年度末時点）

・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒国：H28年度（策定済）
⇒地方公共団体：H32年度

インフラ長寿命化基本計画
【国】

（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（平成26年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（平成28年度までに策定）

公共施設等
総合管理計画＝

道路 河川 空港

基
本
計
画

行
動
計
画

個
別
施
設
計
画

公共施設等総合管理計画
の策定指針（総務省）

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

道路 河川 空港

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁
・・・ ・・・

※

※1,825 団体中 1,809 団体で策定済み（平成 28 年度末時点）

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

〈橋梁〉 〈トンネル〉 〈大型の構造物〉

( 10 )

( 6 )

( 97 )

( 1,715 )

( 1,828 )

( 10 ) 100%

( 6 ) 100%

75%( 73 )

64%( 1,104 )

( 1,193 ) 65%

100% 100%( 10 ) ( 10 )

( 6 ) ( 6 )100% 100%

( 63 ) 71%

18%

26%

(109)

(188)

( 711 )

( 606 )

( 89 )

( 6 )

( 10 )

( 723 )

( 615 )

( 92 )

( 6 )

( 10 )

67%( 62 )

24%( 145 )

( 223 ) 31%

※（）は団体数 ※市町村は特別区を含む

※割合は個別施設計画策定対象の施設を管理する団体数により算出

※大型の構造物は横断歩道橋、門型標識、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設の個別施設計画が策定されていれ

ば策定済みとしている

※維持管理・更新等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図る上で点検・診断等の結果を踏まえた個別施設毎の具体の

対応方針を定めた計画
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修繕費用の将来推計
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修繕費用の将来推計
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●平成29年度 道路構造物管理実務者研修
〈４～５日間、中国技術事務所〉

○対 象：自治体職員及び直轄職員
○目 的：自治体職員の技術力育成のため、点検要領に基づく点検

に必要な知識・技能等を取得及び橋梁補修・補強に必要な知識
を取得するための研修

○開 催 日
・橋 梁Ⅰ(Ⅰ期)：H29.   5.29  ～ 6.  2 23名(うち自治体20名)
・橋 梁Ⅰ(Ⅱ期)：H29.   8.21  ～ 8.25 24名(うち自治体20名) 
・橋 梁Ⅱ ：H29. 11.27  ～ 12.  1 ９名(うち自治体５名) 
・トンネル ：H29.   7.18  ～ 7.21 ７名(うち自治体2名)

※募集は年度末３月に案内されます

(平成28年度までの実績)

○延べ受講者数：１９４名(うち自治体 １５３名)
○研修別延べ受講者数

・橋 梁Ⅰ：１４９名(うち自治体 １３５名)
・橋 梁Ⅱ： １２名(うち自治体 ９名)
・トンネル： ３３名(うち自治体 ９名)

●その他点検講習会等
〈１～２日間、各県毎に開催〉

○対 象：自治体職員（及び直轄職員）
○予定人数：１会場４０名程度
○時 期：６月以降
○目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を目的として、

橋梁、トンネルに係る点検要領の理解に係わる講義及び現場実習

○点検等技術向上支援(研修、講習会)

自治体職員を対象とした研修等の実施状況
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○構造物保全技術支援(助言)

各県道路メンテナンス会議では、構造物の管理・補修等についての相談に応じて
います。

最寄りの直轄事務所又は整備局へお気軽にご相談下さい。

1

自治体技術支援

(石 橋)

(木 橋)

(素掘りトンネル)
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直轄診断実施箇所 措置

三島大橋（福島県三島町） 修繕代行事業

大渡ダム大橋（高知県仁淀川町） 修繕代行事業

大前橋（群馬県嬬恋村） 大規模修繕・更新補助事業

沼尾シェッド（福島県南会津郡下郷町） 修繕代行事業

猿飼橋（奈良県吉野郡十津川村） 修繕代行事業

呼子大橋（佐賀県唐津市呼子町） 修繕代行事業

万石橋（秋田県湯沢市） 修繕代行事業

御鉾橋（群馬県神流町） 修繕代行事業

音沢橋（富山県黒部市）

乙姫大橋（岐阜県中津川市）

○地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設
について、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテ
ナンス技術集団」による直轄診断を実施。

○診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、大規模修繕・更新事業等を実施。

【直轄診断実施箇所とその後の対応】【全体の流れ】

【平成２９年度 直轄診断実施箇所】

■音沢橋（富山県黒部市） ■乙姫大橋（岐阜県中津川市）

＜乙姫大橋の状況＞＜音沢橋の状況＞

〈地方公共団体〉

点検・診断

〈道路メンテナンス会議〉

現地調査を踏まえ
直轄診断候補箇所の選定

〈国〉

直轄診断実施箇所の選定

直轄診断実施

結果とりまとめ

報告 推薦

報告

修繕代行事業、大規模修繕・更新補助事業等の実施

診断内容、地域の実情等に応じ、

年
度

H
26

年
度

H
27

耐候性鋼材に層状の剥離

下部工にASRによる
劣化が疑われる

鉄筋の露出

H28
年度

H29
年度

0

直轄診断の実施状況
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大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用） 資料⑦
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大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用）

－30－



大規模修繕・更新補助制度（集約化・撤去の活用）
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公共施設等適正管理推進事業債の活用 資料⑧
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交付金事業等における架替要件の厳格化等 資料⑨
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交付金事業等における架替要件の厳格化等
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橋梁の耐震補強の推進について
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橋梁の耐震補強の推進について
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インフラメンテナンス国民会議（平成２８年１１月２８日設立）

設立の背景
■ インフラは豊かな国民生活、社会経済を支える基盤であり、急速にインフラ老朽化が進む中で施

設管理者は限られた予算の中で対応しなければならず、インフラメンテナンスを効率的、効果的に
行う体制を確保することが喫緊の課題

■ 豊かな国民生活を送る上でインフラメンテナンスは国民一人ひとりにとって重要であることから、
インフラメンテナンスに社会全体で取り組むパラダイムの転換が必要

目的 1. 革新的技術の発掘と社会実装

2. 企業等の連携の促進

3. 地方自治体への支援

4. インフラメンテナンスの理念の普及

5. インフラメンテナンスへの市民参画の推進

国民会議の性格

産官学民が連携するプラットフォーム

設立の
位置付け

■ 社会資本整備審議会･交通政策審議会技術分科会技術部会 提言（平成27年2月）
「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方策」

■ 日本再興戦略改訂2015-未来への投資・生産性革命-（平成27年6月30日閣議決定）

■ 日本再興戦略2016-第４次産業革命に向けて-（平成28年6月2日閣議決定）

■ 政務官勉強会 提言（平成28年7月29日）

準備状況
■ 意見交換会（平成27年11月～12月、平成28年4月）２回
■ 部会・フォーラム準備会（平成28年6月2日～9月29日）延べ11回 1
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支援

組織体制

自治体支援

総 会

国（国土交通省および関係省庁）

企画部会

■ 会長

実行委員会

企画等

広報部会

インフラメンテナンスの理念
普及、国民会議の広報

自治体の課題解決、
自治体のニーズ・民間
企業等のノウハウの
情報交換

海外市場展開

オープンイノベーション
による異業種の連携
や技術の融合、マッチ
ング

革新的技術

公認フォーラム

技術者育成

地域における技術者
育成の活動を支援

市民参画

インフラやメンテナンス
への関わりを深める
ための実践活動を展開

近畿本部

近畿地方における
オープンイノベー
ション推進・ボラン
ティア仲介等

海外への情報発信や
海外展開案件形成

インフラメンテナンス大賞

有識者委員会

国民会議全体の運営

公認フォーラム

〈企業等内訳〉

国民会議 会員（平成２９年１１月２８日時点）
７６５者（企業４１３、行政１６８、団体１０１、個人８３）

建設業 135
建設コンサルタント・測量 109
プラント 10
水ビジネス 1
ICT 45
点検・センサー・設備 46
材料 31
保険 3
地図 2
NPO 11
研究機関 17 など

冨山 和彦
株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ

家田 仁
政策研究大学院大学 教授

■ 副会長

インフラメンテナンス国民会議の主な活動

2
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○施設管理者のニーズや課題に対し、ピッチイベントやコンテスト等により解決のシーズ技術を掘り起こし、オープ
ンイノベーションにより技術開発を促進

○技術開発にあたり企業マッチングや現場試行等をコーディネート

○セミナー等の技術紹介等を通じ、開発した技術の社会実装を後押し

企業マッチングや現場試行

■ 公共建築物のメンテナンス効率化技術 建築物の点検におけるドローンの活用 など

革新的技術フォーラム

〈テーマ〉 陸上・水中レーザードローン
■ 革新的河川管理プロジェクト ＩｏＴの活用、ビックデータの活用 など

・ ２００ｍ間の河川の形状が不明
・ 現在のドローン測量では植生下は×
・ 航空レーザー測量はコスト大

課題
・ 航空レーザー測量システムを

超小型化し、ドローンに搭載
・ グリーンレーザーにより水中も測量
・ 低空からの高密度測量

面的連続データによる河川管理へ
ドローン

グリーンレーザーは
水中を透過する

ピッチイベント

プレゼンの様子

■ 企業マッチング（企業の連携、技術の融合） （これまで１９チーム）

■ 現場試行等 （これまで６チーム）

地方フォーラム（試行）における技術紹介を通じ、下水道
本管から取付管を調査するTVカメラシステムを現場試行

セミナー

技術開発の進んできた道路路面性状の効率的把握技術について、現場での実
践事例の紹介と技術比較を行うセミナーを企業連携により開催し、セミナーの内容
は全国10のサテライト会場にも配信 （H29.5.22：339名、243団体が参加）

本会場の様子

コンテスト

課題

５３名、３４団体が出席〈テーマ〉 自治体の課題解決への取組
・ 技術を使って情報を整理・活用して

必要な予算を確保していくことが必要
・ ドローンなどで外壁の全数調査が

少ない予算でできればよい
・ 外壁の浮きが判る技術があるとよい

技術マッチングアイデアコンテストの概要

応募者

事務局：インフラメンテナンス国民会議 革新的技術フォーラム事務局

・応募テーマの提案
・評価者として参画

募集 応募

テーマ提案企業等※

新たな
ビジネス連携

今後、活用可能な技術につ
いて議論

４０名、７団体が出席 今後、H29年夏以降の
現場実証・実装化を予定

・ 自治体の建物での現場試行を検討
・ 材料など他の技術やテーマを

扱うことを検討

①車載カメラによる道路の画像データの有効活用
②地震後に役立つ「建物安全度判定サポートシステム（揺れモニ）」の様々な場面での活用
③水を抜かずに防火水槽等を形状測定・点検する技術の効率化・高度化
④３Ｄスキャナーを利活用したインフラメンテナンス技術

施設管理者のニーズや課題を解決する技術やアイデアを公募（第１回 7/19～）

（例）

（例）

× ×

技術の融合

カメラによる
舗装ひび割れ
解析技術

スマートフォンによる
平坦性把握技術

レーダーによる
空洞探査技術

企業マッチングにより路面下情報の一元的管理技術を開発

■技術マッチングアイデアコンテスト ■道路舗装診断の自治体現場における実践事例セミナー

3
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インフラメンテナンス国民会議・インフラメンテナンス大賞

これまでの地⽅フォーラム 試⾏例

インフラメンテナンス国⺠会議

近畿（既設）北海道 東北 関東 北陸 中部 沖縄中国 四国 九州

地⽅フォーラム（全国１０ブロック）

メンテナンス分野の新技術（例）

ベストプラクティスを掘り起こし

○インフラメンテナンスに係る企業等の取組を促進し、メンテナンス産業の活性化を図るため、平成２８年度よりインフラ
メンテナンス大賞を創設・実施

○インフラメンテナンス国民会議では、ベストプラクティスを全国に横展開するため、各ブロックに地方フォーラムを設立

・⾃治体から挙げられた課題に対し
企業等の有する技術やアイデア等
を紹介し、解決策を討議

・マッチングが成⽴した場合には現
場試⾏等を実施

○インフラメンテナンス⼤賞

全国の企業や
⾃治体等に横展開し、

企業の技術開発や
⾃治体の取組を後押し

ポンプの軸受位置を下部の開かれた場所に移動

(株式会社荏原製作所)

第１回表彰式（H29.7.24）

国⼟交通⼤⾂賞

維持管理性を向上させた河川排水用
新形立軸ポンプの技術開発

⇒ 第２回を公募中（平成29年10⽉4⽇ 11⽉30⽇）

樹⽊診断技術の現場試⾏（桑名市）

（課題例）
・街路樹の剪定・植栽管理の効率化技術
・下⽔管渠の点検診断の効率化技術

下⽔道取付管調査の現場試⾏（岡崎市・豊橋市）

〈班別討議〉 〈現場試⾏〉

情報通信技術の優れた活⽤に関する総務⼤⾂賞

(⾸都⾼速道路株式会社等)

GISと三次元点群データを活用した道路
・構造物維持管理支援システムの開発

5
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インフラメンテナンス国民会議ＨＰ

【URL】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/im/index.html

インフラメンテナンス国民会議 検索
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